
■他部局の方向性

第４期大阪府地域福祉支援計画より抜粋

現行計画策定後の大阪府の動きと現状
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■他部局の方向性

大阪府子ども総合計画より抜粋 第四次大阪府ひとり親家庭等自立促進計画より抜粋

24

位置づけ
▶ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第11条に規定する「母子家庭等及
び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」を踏ま
えた、同法第12条に定める自立促進計画

期間
▶ 令和2年度から令和6年度の５年間

２．計画の位置づけ

～ひとり親家庭等の暮らしの安定と向上を実現
し、希望の持てる将来へ～
子育てと生計をひとりで担っているひとり親家庭等が、
社会を構成する子育て家庭のひとつの家族形態として、
自らの力を発揮し安定した生活を営みながら、安心して
子どもを育てることのできる社会づくりをめざす。

３．基本理念

２．子育てをはじめとした生活面への支援

子育てを行いながら、就業や職業訓練を受けることができるよう、

生活面への支援を行う。

◆住居確保給付金（生活困窮者自立支援制度）による住居の確保等
など

５．計画の基本目標及び具体的取組み

現行計画策定後の大阪府の動きと現状



Ⅵ、住宅確保要配慮者の住まいの現況



◆賃借人の募集時の入居制限の有無

○「子育て世帯は不可」が2.7％、「一人親世帯が不可」が3.4％、「生活保護受給者は不可」が9.8％、
「低額所得者は不可」が8.4％、「ＬＧＢＴの世帯は不可」が4.8％、「DV被害者は不可」が7.1％。

○住宅確保要配慮者への入居拒否（全国）※賃貸人アンケート（調査期間：令和２年10月８日～23日）

出典：令和２年度居住支援活動等の普及・促進に関する調査・検討業務報告書（国土交通省）
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単身の高齢者（６０歳以上は不可）

高齢者のみの世帯は不可

身体障がい者のいる世帯は不可

知的・精神障がい者のいる世帯は不可

外国人は不可

子育て世帯は不可

一人親世帯は不可

生計中心者が離職者の世帯は不可

生活保護受給者は不可

低額所得者は不可

フリーランスは不可

ホームレスは不可

LGBTの世帯は不可

DV被害者は不可

刑務所出所者は不可

その他

上記に該当するような入居制限はしていない

（％）

住宅確保要配慮者の住まいの現況

25



◆住宅確保要配慮者への入居拒否

○入居拒否をする理由として、子育て世帯、LGBTの世帯、DV被害者については「他の入居者・近隣住民との協調性に対する
不安」が１番多く、一人親世帯、生活保護受給者、低額所得者については「家賃の支払いに対する不安」が１番多い。

○募集時の入居制限をする理由（全国） ※賃貸人アンケート（調査期間：令和２年10月８日～23日）

全
体
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賃
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払
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り
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不
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習
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・
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異
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る
こ
と
へ
の
不
安

他
の
入
居
者
・
近
隣

住
民
と
の
協
調
性
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対
す
る
不
安

居
室
内
で
死
亡
事
故
等

に
対
す
る
不
安

生
活
サ
イ
ク
ル
が

異
な
る
こ
と
へ
の
不
安

そ
の
他

子育て世帯
32
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8

25.0
6

18.8
6

18.8
4

12.5
11
34.4

2
6.3

2
6.3

5
15.6

一人親世帯
41

100.0
13
31.7

11
26.8

11
26.8

9
22.0

6
14.6

4
9.8

6
14.6

4
9.8

生活保護受給者
117
100.0

85
72.6

21
17.9

20
17.1

6
5.1

22
18.8

15
12.8

18
15.4

12
10.3

低額所得者
101
100.0

78
77.2

15
14.9

7
6.9

9
8.9

20
19.8

11
10.9

9
8.9

7
6.9

LGBTの世帯
57

100.0
16
28.1

8
14.0

18
31.6

9
15.8

19
33.3

6
10.5

7
12.3

10
17.5

DV被害者
85

100.0
29
34.1

25
29.4

26
30.6

7
8.2

34
40.0

16
18.8

7
8.2

9
10.6

（回答数）

（％）

※選択肢の中から最大３つまで選択。

出典：令和２年度居住支援活動等の普及・促進に関する調査・検討業務報告書（国土交通省）

住宅確保要配慮者の住まいの現況
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◆類型別の募集時の入居制限の理由

○住宅確保要配慮者の類型別に賃借人の不安解消のために必要な取組を見ると子育て世帯、LGBTの世帯、DV被害者については
「入居トラブルの相談対応」が１番多く、一人親世帯、生活保護受給者、低額所得者については「入居を拒まない物件の情報発信」が
１番多い。

○入居に対しての不安解消のために必要な取組（全国） ※賃貸人アンケート（調査期間：令和２年10月８日～23日）
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情
報
発
信

家
賃
債
務
保
証
の

情
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存
家
財
処
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そ
の
他

子育て世帯
29

100.0
10
34.5

6
20.7

2
6.9

8
27.6

4
13.8

3
10.3

3
10.3

6
20.7

一人親世帯
40

100.0
7

17.5
8

20.0
7

17.5
6

15.0
9

22.5
5

12.5
5

12.5
3
7.5

生活保護受給者
110
100.0

26
23.6

37
33.6

21
19.1

20
18.2

35
31.8

29
26.4

16
14.5

14
12.7

低額所得者
93

100.0
18
19.4

39
41.9

7
7.5

12
12.9

24
25.8

27
29.0

13
14.0

8
8.6

LGBTの世帯
48

100.0
11
22.9

9
18.8

9
18.8

11
22.9

12
25.0

7
14.6

5
10.4

12
25.0

DV被害者
76

100.0
16
21.1

15
19.7

16
21.1

18
23.7

23
30.3

6
7.9

12
15.8

14
18.4

（回答数）

（％）

出典：令和２年度居住支援活動等の普及・促進に関する調査・検討業務報告書（国土交通省）

住宅確保要配慮者の住まいの現況
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※選択肢の中から最大３つまで選択。



720

270

48

681

272

56

13

276

30

1

46 42

8 2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

持ち家 公営住宅 公社・公団住宅 賃貸住宅 同居 その他 不詳

母子世帯 父子世帯

○母子家庭では、「持ち家」に居住している世帯は35.0％（720世帯）となっている。
○父子家庭では、「持ち家」に居住している世帯は68.1％（276世帯）となっている。

（世帯数）

出典：平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告（厚生労働省）

○住居の状況（全国）

住宅確保要配慮者の住まいの現況
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母子世帯 父子世帯

○母子家庭では、「住宅」に困っている世帯は9.5％（147世帯）となっている。
○父子家庭では、「住宅」に困っている世帯は4.5％（12世帯）となっている。

（世帯数）

出典：平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告（厚生労働省）

○ひとり親の困っていること（全国）

住宅確保要配慮者の住まいの現況
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出典：セーフティネット住宅情報提供システム（令和３年４月30日時点）

住宅確保要配慮者の住まいの現況
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